
堺市スタートアップ実証推進補助金

事業内容

「堺をスタートアップの実証フィールドへ」をキーワードに、市内外のスタートアップ等が本市内におい
て実証事業に取り組みたい新たなビジネスアイデアを広く募集します。
採択企業には、実証フィールドの提供や事業経費の補助などを実施します。

支援内容

・市内公共施設、協力企業が有する施設などの実証フィールドの提供

・実証事業実施に必要な市内民間事業者とのマッチング

・行政課題の提供（堺市の担当部署の紹介等）

・実証事業のＰＲ支援 他

補助率

１／２以内

補助額

１００万円／件



堺市スタートアップ実証推進補助金

募集時期

令和8年５月上旬（予定）
※今後の情報は堺市ホームページ、S-Cubeホームページでご確認ください。

応募資格

・堺市内で革新的なビジネスアイデアの実証事業を行うスタートアップ等であること

・実証事業を行う過程や結果として、堺市内の地域課題の解決への寄与や、

市内雇用創出等の地域経済効果をもたらす可能性のある事業計画を有すること

・提案プロジェクトを自ら実施できる事業者であること（所在地は問いません） 他

令和8年度 募集テーマ（案）

1. 堺市の社会課題の解決や市民生活の質の向上に資する取組であること。

2. 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」や

レガシーに関連する取組であること。

（堺市） （S-Cube）



堺市ベンチャー調達認定制度

事業内容

新商品の生産又は新サービスの提供により新たな事業分野の開拓を図る者を市が認定し、認定
事業者の初期需要創出及び信頼性向上による販路開拓を支援するとともに、当該新商品等を
市が随意契約による調達を可能とする制度です。
※必ず購入するわけではありません

ー対象となる新商品等ー
①申請の時点で、販売又は提供開始から5年以内にあること

②既存の商品又は役務とは著しく異なり、優れた使用価値を有していること

③市場性が見込まれる商品又は役務であること

④市の機関において使途が見込まれ、かつ購入実績が少ない商品又は役務であること

⑤関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じない商品又は役務であること

※ただし、食品、医薬品、医薬部外品及び化粧品、農薬、工事における工法及び技術は除きます。

認定期間

認定された日から２年後の年度末まで

募集時期

令和8年７月～８月（予定）
今後の情報はこちらから

（堺市HP）



堺市ベンチャー調達認定制度

認定商品・サービス（令和7年度）

調達実績（一例）

認定商品・サービスを市で調達し、様々な場面で使用しています。

【小学校】【総合防災センター】

ソーラーパネル収納シェルター

「ソラシェル」
犬用あんこ「あんちゅーぶ」

反物アップサイクル「花いろは®×堺注染」

つまみ細工体験サービス



さかいスタートアップアクセラレーションプログラム

募集時期

令和8年7月上旬（予定）
※今後の情報は堺市ホームページでご確認ください。

対象事業者

下記のすべてを満たす事業者を対象に3者程度選定を予定しています。

・堺市内に本社

・具体的な商品・サービス（プロトタイプまたは市場投入後間もないもの）を有する

・当該商品・サービスの開発コンセプトに、社会課題の解決や新たな価値の創出が含まれる

事業内容

社会課題の解決や新たな価値の創出に寄与する商品・サービスを有する事業者に対し、
事業成長・販路拡大等をめざした伴走支援を提供します。

今後の情報はこちらから
（堺市HP）
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